
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視センターと監視対象設備とが公衆電話回線を介して通信自在に接続されてなる遠隔
監視システムであって、
　前記監視対象設備は、
前記監視対象設備の異常を複数の異常内容別に検出する異常診断手段と、

異常内容に応じたコール回数を予め記憶して
いるコール回数記憶手段と、
前記異常診断手段が異常を検出すると、前記公衆電話回線を通じて前記監視センターに対
し、 当該異常内容に応じたコール回数のコールを送る送信手段とを
備え、
　上記異常診断手段によって検出される異常の内容は、１又は２以上の軽故障と１又は２
以上の重故障とに分類され、
　上記コール回数記憶手段に記憶されているコール回数は、重故障のコール回数の方が軽
故障のコール回数よりも多く設定されており、
　上記監視センターは、受信した が重故障に対応する
コール回数に達すると、公衆電話回線を接続して監視対象設備からデータを受信するよう
に構成されている遠隔監視システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の遠隔監視システムであって、
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一回の呼接続におけるコール回数であって、

一回の呼接続によって

一回の呼接続におけるコールの回数



　監視対象設備は、
異常診断手段が異常を検出すると、少なくとも当該異常の発生日時と当該異常内容に対応
した所定のエラーコードとを異常履歴データとして記憶する異常履歴記憶手段を備え、
　監視センターは、
前記監視対象設備からのコールを受けると、当該コールの受信日時及び

回数を記憶する受信履歴記憶手段と、
軽故障に対応するコール回数 を所定期間内に所定回数以上受けると、前記監視対
象設備の異常履歴記憶手段から異常履歴データを受信する異常履歴データ受信手段とを備
えている遠隔監視システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遠隔監視システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、立体駐車場、上下水道施設、発電所、その他の大型プラント、又はエレベータ
等のビル設備などにおいて、それらの設備の管理を目的とした遠隔監視システムが用いら
れている。一般に、遠隔監視システムは、監視対象設備と監視センターとが通信回線を介
して接続されることによって構成されている。通信回線としては、専用の回線を設けるこ
ともあるが、利便性や低コスト化の観点から、一般の公衆電話回線が用いられることも多
い。
【０００３】
例えば、特公平８－２３２３０号公報には、立体駐車場の管理装置において、異常動作を
表す状態表示コードやパレットの動作回数を表す動作回数コード等を、公衆回線を通じて
管理用コンピュータに送信することが開示されている。
【０００４】
特開平９－１４４３６２号公報には、駐車場故障診断システムにおいて、駐車場の故障を
診断し、その診断内容を公衆回線を介してホストコンピュータに送信する技術が開示され
ている。
【０００５】
特開平７－９１１０２号公報には、立体駐車場の管理システムにおいて、故障履歴や各種
センサーの状態等を電話回線を介して中央管理装置に伝送し、中央管理装置の表示部に表
示させることが開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このように、上述したような従来の遠隔監視システムは、電話回線を接続した状態で故障
の発生等の情報を送信するものであった。つまり、故障が発生すると設備側から監視セン
ター側に電話をかけ、監視センター側が当該電話を受けて回線を接続してから、情報の送
信が行われるものであった。
【０００７】
しかし、故障のなかには、設備の早期復旧が必要となるような重度の故障だけでなく、多
少の期間は放置しておいても支障のないような軽微な故障もある。ところが、軽微な故障
が起こった場合に故障情報のすべてを監視センターに逐一送信していたのでは、電話料金
がその都度発生するため、システムの運用コストが増大する。そこで、従来のシステムで
は、故障内容に重み付けを行い、監視センターに自動発報するか否かを故障内容に応じて
予め設定しておき、重度の故障が起こった場合にのみ自動発報を行うこととしていた。一
方、軽微な故障を無視しないように、監視センターから設備に対して定期的に監視を行い
、軽微な故障は定期的な監視の際に発見することにより、所定の対応を行っていた。
【０００８】
しかし、従来のシステムでは、軽微な故障は定期監視の際にしか知り得なかったため、軽
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微な故障の発生している設備に対して、点検や修理等の対応を適切な時期に効率的に行う
ことは難しかった。
【０００９】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、運用コスト
の増大を招くことなく、種々のレベルの故障情報を収集することのできる遠隔監視システ
ムを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る遠隔監視システムは、監視センターと監視対象設備とが公衆電話回線を介し
て通信自在に接続されてなる遠隔監視システムであって、前記監視対象設備は、前記監視
対象設備の異常を複数の異常内容別に検出する異常診断手段と、異常内容に応じたコール
回数を予め記憶しているコール回数記憶手段と、前記異常診断手段が異常を検出すると、
前記公衆電話回線を通じて前記監視センターに対し、当該異常内容に応じたコール回数の
コールを送る送信手段とを備えているものである。
【００１１】
上記遠隔監視システムでは、監視対象設備に異常が発生すると、異常診断手段が上記異常
の発生とその内容とを検出する。すると、送信手段が公衆電話回線を通じて監視センター
に対して電話をかけ、上記異常内容に応じたコール回数のコールを送る。その結果、監視
センターにおいて、コール回数を計測することにより異常内容を把握することができる。
したがって、公衆電話回線を接続しなくても、異常内容を認識することができる。そのた
め、電話料金を節約することができ、システムの運用コストを低減することができる。
【００１２】
異常診断手段によって検出される異常の内容は、１又は２以上の軽故障と１又は２以上の
重故障とに分類され、コール回数記憶手段に記憶されているコール回数は、重故障のコー
ル回数の方が軽故障のコール回数よりも多く設定されており、監視センターは、受信した
コールのコール回数が重故障に対応するコール回数に達すると、公衆電話回線を接続して
監視対象設備からデータを受信するように構成されていることが好ましい。
【００１３】
このことにより、監視対象設備に発生した異常の内容が軽故障であった場合には、監視セ
ンターに対して、軽故障に対応する所定回数分だけコールが送られる。そのため、監視対
象設備から監視センターに対してかけられた電話は、監視センターが回線を接続すること
なく終了し、通話料金は発生しないことになる。
【００１４】
一方、監視対象設備に発生した異常の内容が重故障であった場合には、コール回数が所定
回数に達するため、監視対象設備からの電話に対し、監視センターは回線を接続すること
になる。そして、監視センターは回線を通じて監視対象設備からデータを受信し、必要な
情報が監視センターに集められる。したがって、監視センターにおいて、異常内容に応じ
た適切な対応を迅速かつ円滑にとることが可能となる。
【００１５】
監視対象設備は、異常診断手段が異常を検出すると、少なくとも当該異常の発生日時と当
該異常内容に対応した所定のエラーコードとを異常履歴データとして記憶する異常履歴記
憶手段を備え、監視センターは、前記監視対象設備からのコールを受けると、当該コール
の受信日時及びコール回数を記憶する受信履歴記憶手段と、軽故障に対応するコール回数
を所定期間内に所定回数以上受けると、前記監視対象設備の異常履歴記憶手段から異常履
歴データを受信する異常履歴データ受信手段とを備えていることが好ましい。
【００１６】
このことにより、監視センターが所定の監視対象設備から軽故障に対応するコール回数を
所定期間内に所定回数以上受けると、監視センターの異常履歴データ受信手段が当該監視
対象設備に対して、異常履歴データの送信を要求する。これに応じて、監視対象設備の異
常履歴記憶手段に記憶されている異常履歴データは、監視センターの異常履歴データ受信
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手段に送信される。その結果、監視対象設備に頻繁に軽故障が発生する場合等において、
当該監視対象設備の異常履歴を監視センターで把握することができる。したがって、軽故
障が発生した場合にはその都度回線を接続しないにも拘わらず、頻繁に軽故障が発生する
監視対象設備、すなわち重度の故障が発生する蓋然性の高い監視対象設備に対して、必要
な対応を迅速かつ適切にとることができる。
【００１７】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、監視対象設備に異常が発生すると、公衆電話回線を通じ
て当該監視対象設備から監視センターに対して、異常内容に応じた回数の電話コールが送
信される。したがって、公衆電話回線を接続した状態でデータの送受信を行うことなく、
異常の発生及びその内容を把握することができる。そのため、電話料金を節約することが
可能となり、システムの運用コストの低減を図ることができる。
【００１８】
異常内容が軽故障の場合には監視センターは回線を接続しないので、電話料金を発生させ
ることなく軽故障の発生を把握することができる。一方、異常内容が重故障のときには、
早期の対策が必要になる場合もあるため、監視センターは回線を接続し、データの受信を
行う。したがって、異常の内容を詳細に知ることができ、迅速かつ的確な対応をとること
ができる。
【００１９】
監視対象設備に軽故障が所定期間内に所定回数以上発生すると、当該監視対象設備から監
視センターに対して、異常履歴データが自動的に送信される。そのため、故障の発生する
おそれの高い監視対象設備に対し、点検又は修理等の対応を迅速にとることができ、故障
の発生を未然に防止することが可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
図１に示すように、実施形態に係る遠隔監視システム１は、立体駐車場２０の管理を行う
ものである。遠隔監視システム１は、第１監視センター１１及び第２監視センター１２と
、立体駐車場２０の監視装置２５とを備えている。
【００２２】
第１監視センター１１及び第２監視センター１２は、立体駐車場２０から離れた場所に設
けられている。第１監視センター１１には、複数台の監視コンピュータ１３と、主に画像
情報を処理する画像監視用コンピュータ１４と、電話機１５とが設けられている。これら
のコンピュータ１３，１４及び電話機１５は、公衆回線としての電話回線２に接続されて
いる。第２監視センター１２には、監視コンピュータ１６と、画像監視用コンピュータ１
７と、電話機１８とが設けられている。これらコンピュータ１６，１７及び電話機１８も
、電話回線２に接続されている。
【００２３】
監視装置２５は、立体駐車場２０に設置されている。立体駐車場２０には、４台の立体駐
車設備、すなわち１号機２１、２号機２２、３号機２３、及び４号機２４が設けられてい
る。ただし、立体駐車設備の台数は特に限定されるものではない。
【００２４】
１号機２１には、当該１号機２１の制御（例えば、パレットの昇降等）を行うとともに故
障診断を行う第１制御装置３１と、１号機２１の状況を観察するための第１カメラ４１と
、第１カメラ４１及び後述する第２～第６カメラ４２～４６の画像情報を送信するための
画像送信装置４０とが設けられている。なお、ここでの故障診断とは、立体駐車設備が規
定の機能を失うことの診断（狭義の故障診断）だけでなく、規定の機能を発揮しつつも性
能が低下していることの診断（広義の故障診断）も含むものとする。
【００２５】
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２号機２２には、当該２号機２２の制御を行うとともに故障診断を行う第２制御装置３２
と、２号機２２の状況を観察するための第２カメラ４２とが設けられている。同様に、３
号機２３には、当該３号機２３の制御を行うとともに故障診断を行う第３制御装置３３と
、３号機２３の状況を観察するための第３カメラ４３とが設けられている。４号機２４に
は、４号機２４の制御を行うとともに故障診断を行う第４制御装置３４と、４号機２４の
状況を観察するための第４カメラ４４とが設けられている。
【００２６】
また、立体駐車場２０には、各立体駐車設備２１～２４を監視するための各カメラ４１～
４４に加えて、立体駐車場２０の全体を監視する等のために、その他のカメラ４５，４６
も設置されている。なお、カメラ４１～４６に代えて、他の画像認識手段を用いることも
勿論可能である。
【００２７】
第１～第４制御装置３１～３４は、電話回線２に接続されている。したがって、第１～第
４制御装置３１～３４と第１及び第２監視センター１１，１２とは、電話回線２を介して
互いに通信自在に構成されている。前述したようにカメラ４１～４６は画像送信装置４０
に接続されており、画像送信装置４０は電話回線２に接続されている。したがって、カメ
ラ４１～４６の画像情報は、画像送信装置４０及び電話回線２を介して、第１監視センタ
ー１１及び第２監視センター１２に送信自在になっている。
【００２８】
立体駐車場２０の監視装置２５には、更に、電話回線２に接続された第１電話機５１及び
第２電話機５２が設けられている。第１電話機５１は、主に第１監視センター１１との間
の通信に用いられ、第２電話機５２は、主に第２監視センター１２との間の通信に用いら
れる。
【００２９】
制御装置３１～３４の各々は、図２に示すように、異常を検出する異常検出部３５と、後
述するエラーコード等を記憶している記憶部３６と、各制御装置の故障履歴を記憶する故
障履歴記憶部３７と、電話回線２を通じて信号を送受信する送受信部３８と、主制御部３
９とを備えている。
【００３０】
監視センター１１，１２には、監視コンピュータ１３等によって、主制御部６１と、記憶
部６２と、受信履歴記憶部６３と、電話回線２を通じて信号を送受信する送受信部６４と
が構成されている。
【００３１】
次に、制御装置３１～３４の行う故障診断について説明する。
【００３２】
各制御装置３１～３４は、複数種類の異常内容を識別するように構成されている。そして
、図３に示すように、異常内容の識別のために、異常内容に応じて細分化された複数のエ
ラーコードを用いることとしている。さらに、これらエラーコードに対しては、異常内容
に応じてレベル分けが行われている。本実施形態では、故障内容に応じて、“軽故障”と
“重故障”の２段階にレベル分けがなされている。
【００３３】
ここでは、“軽故障”は、異常状態ではあるがその異常は軽微なものであり、監視センタ
ー１１，１２に対して異常の発生は報告するものの異常内容までは直ちに報告する必要の
ない程度のものを示す。これに対し、“重故障”は、異常の発生だけでなくその内容をも
監視センター１１，１２に直ちに報告すべき程度のものを示す。なお、異常内容と異常レ
ベルとの関係は、記憶部３６に記憶されている。
【００３４】
異常検出部３５が異常を検出すると、主制御部３９は記憶部３６に記憶されている情報（
図３参照）を参照しながら、その異常に対応するエラーコードを特定する。そして、主制
御部３９は、少なくとも異常の発生日時とエラーコードとを、故障履歴記憶部３７に記憶
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させる。また、主制御部３９は、送受信部３８を通じて、監視センター１１，１２に電話
をかける。
【００３５】
ここで、監視センター１１，１２に対する電話のコール回数は、図３に示すように、異常
内容に応じて予め設定されている。具体的には、異常内容のレベルが重くなるほどコール
回数が多くなるように設定され、本実施形態では、異常レベルが“軽故障”のときは４回
以下、“重故障”のときは５回となっている。例えば、軽故障について、装置の操作手順
ミスの場合ではコール回数は１回、所定期間内のセンサの動作回数が所定回数を超えた場
合ではコール回数は２回、等のように設定することができる。
【００３６】
各制御装置３１～３４は、所定回数分のコールを送り終えると、コールを停止する（つま
り、電話を切る）。
【００３７】
監視センター１１，１２は、制御装置３１～３４のいずれかから電話のコールを受けると
、発信元の制御装置を特定するとともに、そのコール回数を計測する。
【００３８】
監視センター１１，１２の記憶部６２には、前述の異常内容とコール回数との関係が記憶
されている。主制御部６１は、コール回数が“重故障”に対応する所定回数（ここでは５
回）に達するまでは、電話回線２を接続せず、接続待機状態を維持する。コール回数が上
記所定回数に達する前にコールが終了すると（ここでは、コール回数が４回以下の場合）
、主制御部６１は、発信元の制御装置、発信日時、及びコール回数等の情報を受信履歴記
憶部６３に記憶する。これにより、コール回数は軽故障の内容に対応しているので、軽故
障の発生及び内容に関する情報が監視センター１１，１２に収集されることになる。
【００３９】
一方、コール回数が“重故障”に対応する所定回数になると、主制御部６１は電話回線２
を接続する。すると、電話回線２が接続された状態で、発信元の制御装置から監視センタ
ー１１，１２に向かって、故障の詳細な情報が伝送される。伝送された情報は、受信履歴
記憶部６３に記憶される。また、必要に応じて監視員への警告がなされ、監視員等の指示
のもと、復旧作業等の対応がなされる。
【００４０】
ところで、“軽故障”の発生回数の多い立体駐車設備や、短期間の間に“軽故障”が集中
して発生している立体駐車設備などは、その後に重故障を起こす可能性が高いと考えられ
る。そこで、本実施形態では、監視センター１１，１２において、受信履歴記憶部６３に
記憶されている所定の立体駐車設備の“軽故障”の回数が所定期間内に所定回数以上にな
ると、監視センター１１，１２から当該立体駐車設備に対してデータの送信を要求し、当
該立体駐車設備の故障履歴記憶部３７に記憶されている情報を監視センター１１，１２に
収集することとしている。
【００４１】
例えば、１号機２１の軽故障の発生回数が所定期間内に所定回数以上になった場合には、
監視センター１１，１２は１号機２１の第１制御装置３１と電話回線２を介して通信し、
第１制御装置３１の故障履歴記憶部３７から１号機２１の故障履歴に関する情報を受け取
る。そして、監視センター１１，１２に収集された情報に基づき、監視員が状況分析等を
行い、必要な対応策をとることになる。
【００４２】
なお、監視センター１１，１２において、監視員が立体駐車設備２１～２４の故障履歴の
情報を定期的に管理し、軽故障の発生回数などを参照しながら手動で情報収集を行うこと
も勿論可能である。本実施形態によれば、軽故障の発生状況を把握することができるので
、従来よりも綿密な監視体制をとることができる。
【００４３】
以上のように、本実施形態によれば、重故障が発生した場合には、故障発生の事実及びそ
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の詳細な内容を電話回線２を通じて迅速に把握することができる一方、軽故障が発生した
場合には、電話回線２を接続することなく、発生の事実及び内容を把握することができる
。したがって、電話料金を節約することができ、システムの運用コストを低減することが
できる。また、従来は把握が困難であった軽微な故障を、運用コストの増大を招くことな
く把握することが可能となる。
【００４４】
また、立体駐車設備において軽微な故障が所定期間内に所定回数以上発生している場合に
は、監視センター１１，１２において当該設備の故障履歴データを自動的に収集するので
、重故障の発生のおそれの高い設備に対して、点検や修理などの対応を迅速にとることが
でき、故障の予防を図ることができる。
【００４５】
なお、本実施形態では、監視センター１１，１２はシステムの構成上並列に設けられてい
たが、これらが直列に設けられていてもよいことは勿論である。つまり、立体駐車場２０
からの情報が第１監視センター１１と第２監視センター１２とに同時に伝送される構成の
他、例えば、上記情報が第１監視センター１１を経由してから第２監視センター１２に伝
送されるような構成であってもよい。
【００４６】
監視対象設備は立体駐車場２０に限定されず、上下水道施設、発電所、その他の大型プラ
ント、又はエレベータ等のビル設備など、その他の設備であってもよい。監視対象設備の
種類は特に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】遠隔監視システムの構成図である。
【図２】制御装置及び監視センターのブロック図である。
【図３】エラーコードの対応表である。
【符号の説明】
１　　　　　遠隔監視システム
２　　　　　電話回線（公衆電話回線）
１１，１２　監視センター
２０　　　　立体駐車場（監視対象設備）
２５　　　　監視装置
３１～３４　制御装置
３５　　　　異常検出部（異常診断手段）
３６　　　　記憶部（コール回数記憶手段）
３７　　　　故障履歴記憶部（異常履歴記憶手段）
３８　　　　送受信部（送信手段）
４１～４６　カメラ
６３　　　　受信履歴記憶部（受信履歴記憶手段）
６４　　　　送受信部（異常履歴データ受信手段）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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